
甲府市立小中学校給食予定献立表広告に関する掲載基準 

 

（趣旨） 

第１ 甲府市立小中学校給食予定献立表広告掲載要領の第７により申込みのあった広告

に関し、甲府市広告掲載要綱第１４に規定する審査前に、甲府市広告掲載要綱(平成１

９年１２月２７日制定)及び甲府市広告掲載基準(平成１９年１２月２７日制定)に定め

るもののほか、この基準に基づき広告掲載の可否を判断するものとする。 

（広告に関する基本的な考え方） 

第２ 甲府市立小中学校給食予定献立表へ掲載する広告は、教育の一環として提供される

学校給食の意義を損なわない広告が望ましく、かつ教育活動に影響を与えないものとし

なければならない。 

（掲載基準） 

第３ 学校からの配布物に掲載する広告として、馴染まないと甲府市教育委員会が判断す

るものは掲載しない。（例：ファーストフード、学習塾、私立小中学校、教材等の広告） 

（その他広告掲載に関して必要な事項） 

第４ 甲府市広告掲載要綱、甲府市広告掲載基準及び甲府市立小中学校給食予定献立表広

告掲載要領を遵守し、広告掲載を実施すること。 

 

 附 則 

 この基準は、平成２５年１月２３日から施行する。 

 

 


